
 

 

 

 

 

大東市人権行政基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大東市 

  



 

 

  



 

 

はじめに 

１９４６（昭和２１）年に公布された日本国憲法では、法の下の平等及び基本的人

権の保障が定められており、１９４８（昭和２３）年に国連総会で採択された世界人権

宣言の前文には、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権

利について平等である」と謳われています。 

本市では、１９９２（平成４）年の「差別撤廃・人権擁護都市宣言」、２００１（平成１３）

年に制定した「大東市人権尊重のまちづくり条例」のもと、２００５（平成１７）年の「大

東市人権行政基本方針」に基づき、人権尊重を基調とするまちづくりをめざし、取組

を進めてきました。 

２０１６（平成２８）年には、「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差

別解消推進法」の、いわゆる人権三法が施行され、社会に残る差別の解消に向けて

大きな動きがありました。 

しかしながら現在も、女性、子ども、高齢者、障害者、部落差別（同和問題）、外国

人、性的マイノリティ、インターネットを悪用した人権侵害、最近では新型コロナウイ

ルス感染症に関連する偏見や差別など、多くの人権問題が存在し、今後、社会の変

化に伴って新たな課題が発生することも考えられます。 

２０１５（平成２7）年の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の

理念「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現」は、大東

市人権尊重のまちづくり条例に基づいて推進してきた本市の様々な人権行政の取

組に通じるものであり、本市におきましても、まちづくりの考え方の土台としていると

ころです。 

人権を大切にするということは、私たち一人ひとりが大切にされ、大切にすること

であり、それは同時にお互いを認め合えることであると考えます。 

今後も、すべての人の人権が大切にされ、多様性を認め合うまちづくりの推進に

市民の皆さま、関係者の皆さまと協働しながら全力で取り組んでまいりますので、一

層のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

結びに、本基本方針の改訂にあたり、ご尽力いただきました大東市人権擁護施策

推進審議会委員をはじめ、多くの貴重なご意見をいただきました市民の皆さまに心

から厚くお礼申し上げます。 

 

２０２３（令和５）年３月 

大東市長 東坂 浩一 

 



 

 

目 次 

 

第１章 基本方針の策定にあたって ....................................................... 1 
１ 基本方針策定の背景と趣旨 ................................................................ 1 
２ 国際的な動き ................................................................................. 1 
３ 国の動き ....................................................................................... 4 
４ 大阪府の動き ................................................................................. 6 
５ 本市のこれまでの取組....................................................................... 7 
６ 基本方針の位置づけ ........................................................................ 9 

第２章 基本的な考え方 ................................................................... 10 
１ 本市における人権行政の基本的考え方 ................................................ 10 
２ 人権行政推進のための基本的認識と方向 ............................................. 11 

第３章 人権問題の現状と取組の概要 ................................................ 14 
１ 女性の人権 .................................................................................. 15 
２ 子どもの人権 ................................................................................ 16 
３ 高齢者の人権 ............................................................................... 18 
４ 障害者の人権 ............................................................................... 19 
５ 部落差別（同和問題） ...................................................................... 20 
６ 外国人の人権 ............................................................................... 21 
７ 感染症等に関連する偏見や差別 ........................................................ 23 
８ インターネット上の人権侵害 .............................................................. 24 
９ 性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別 ....................................... 25 
10 その他の人権問題 ........................................................................ 27 

第４章 人権行政の推進 .................................................................. 30 
１ 人権教育・啓発の推進 ..................................................................... 30 
２ 相談・救済体制の充実 .................................................................... 32 
３ 人権行政推進のための体制 .............................................................. 33 

資料 ............................................................................................ 35 
１ 市民意識調査の概要 ...................................................................... 35 
2 ヒアリング調査の概要 ..................................................................... 35 
３ 各種相談..................................................................................... 40 
４ 基本方針の策定体制・関係法規等 ..................................................... 41 
５ 諮問・答申 ................................................................................... 49 
 



1 

第１章 基本方針の策定にあたって 

１ 基本方針策定の背景と趣旨 
 

本市では、２００１（平成１３）年に策定した「第４次大東市総合計画」で示された目

標達成のため、人権を確立・維持・発展させることと、互いに人権を尊重し合うまち

づくりを推進することが不可欠であるとの考えのもと、２００５（平成１７）年に「大東市

人権行政基本方針」を策定しました。 

その基本方針も策定から１７年が経過し、これまで取り組んできた人権問題に加

えて、新たな問題が生じる等、人権を取り巻く状況は、ますます多様化・複雑化して

います。 

「日本国憲法」が保障する「基本的人権」と「市民的権利・市民的自由（市民社会

における権利と自由）」を、地域社会や市民生活の中で確立することが、自治体行

政の目的であることを改めて認識するとともに、「自治体行政」がすなわち「人権行

政」であるという「大東市人権行政基本方針」の理念を引き継ぎながら、本市のまち

づくりの理念と方向性を示した大東市総合計画に即して、近年の人権を取り巻く現

状を踏まえた基本方針の見直しを行います。 

 

 

２ 国際的な動き 
 

２１世紀は「人権の世紀」といわれています。２０世紀、人類は２度にわたり世界大

戦を経験しました。多くの尊い生命を奪い、悲劇と破壊をもたらした２つの大戦への

反省から、第二次世界大戦後、世界の人々の間に平和と人権の尊重を求める動き

が高まります。そして、１９４８（昭和２３）年、国際連合（以下「国連」という。）において、

「差別撤廃・人権の確立が平和への基礎である」との考えに基づき、すべての人民と

国とが達成すべき共通の基準として、「すべての人間が生まれながらにして、自由か

つ平等であり、いかなる差別も受けない」ことが定められた「世界人権宣言」が採択

されています。国連では、この宣言を実現するため、法的拘束力を持つ国際人権規

約を採択し、その後も様々な分野における人権に関する諸条約を採択する等、国際

的な人権保障の確立に努めています。 
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１９６９（昭和４４）年 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 

１９８１（昭和５６）年 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

１９９０（平成２）年 児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

２００８（平成２０）年 障害者の権利に関する条約 

 

１９９３（平成５）年に開催された世界人権会議において採択された「ウィーン宣言」

及び「行動計画」では、人権が普遍的価値であることが確認され、「すべての人権の

促進・保護は、国際社会の正当な関心事項であり、その政治的、経済的及び文化的

制度の如何に関わらず、国家の義務である」とされました。 

また、１９９４（平成６）年の国連総会においては、１９９５（平成７）年からの１０年間

を「人権教育のための国連１０年」とすることが決議され、２００５（平成１７）年から開

始された「人権教育のための世界計画」は、現在も取組が進められています。 

また、２０１５（平成２７）年の国連総会では、「持続可能な開発のための目標（ＳＤＧ

ｓ）」が採択されました。ＳＤＧｓは、持続可能な世界を実現させるための１７の目標と、

１６９のターゲットで構成されており、「誰一人取り残さない」という考え方を基礎とし

て、「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー＊1平等と、すべての女性と女児の能

力強化を達成することをめざす」ことがその前文に明記されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 ジェンダー：生物学的性別（セックス／sex）ではなく、男らしさや女らしさの固定概念等、社会的・文

化的に形成される性差のこと。 

出典：国際連合広報センター 

【SDGｓ １７の目標】 
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１．貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困

を終わらせる 

 

10．人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是正す

る 

 

２．飢餓をゼロに 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び

栄養改善を実現し、持続可能な農業

を促進する  

11．住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居住

を実現する 

 

３．すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を促進する 

 

12．つくる責任つかう責任 

持続可能な生産消費形態を確保する 

 

４．質の高い教育をみんなに 

すべての人々への包摂的かつ公正な

質の高い教育を提供し、生涯学習の

機会を促進する  

13．気候変動に具体的な対策を 

気候変動及びその影響を軽減するた

めの緊急対策を講じる 

 

５．ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女

性及び女児のエンパワーメントを行う 

 

14．海の豊かさを守ろう 

持続可能な開発のために海洋・海洋

資源を保全し、持続可能な形で利用

する 

 

６．安全な水とトイレを世界中に 

すべての人々の水と衛生の利用可能

性と持続可能な管理を確保する 

 

15．陸の豊かさも守ろう 

陸域生態系の保護、回復、持続可能

な利用の推進、持続可能な森林の経

営、砂漠化への対処、ならびに土地の

劣化の阻止・回復及び生物多様性の

損失を阻止する 

 

７．エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 

すべての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的エネルギーへの

アクセスを確保する 
 

16．平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂

的な社会を促進し、すべての人々に

司法へのアクセスを提供し、あらゆる

レベルにおいて効果的で説明責任の

ある包摂的な制度を構築する 

 

８．働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び

すべての人々の完全かつ生産的な雇

用と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する 
 

１7．パートナーシップで目標を

達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシップ

を活性化する 

 

９．産業と技術革新の基盤をつ

くろう 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、

包摂的かつ持続可能な産業化の促進

及びイノベーションの推進を図る 

 
 

出典：国際連合広報センター 
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３ 国の動き 
 

日本では、世界人権宣言に先立つ１９４７（昭和２２）年に、「国民主権」や「平和主

義」とともに「基本的人権の尊重」を三大原理の一つに掲げた「日本国憲法」が制定

され、すべての人々の基本的人権は侵すことのできない権利として保障されることと

なりました。 

また、国内に存在する様々な人権問題に対し、基本法を制定し、解決に向けた取

組が進められています。 

 

１９７０（昭和４５）年 障害者基本法 

１９９５（平成７）年 高齢社会対策基本法 

１９９９（平成１１）年 男女共同参画社会基本法 

２００４（平成１６）年 犯罪被害者等基本法 

２００６（平成１８）年 自殺対策基本法 

 

さらに、それぞれの人権問題において、早急に解決を図るべき問題への具体的な

規定を盛り込んだ個別法が制定されました。主な個別法は次のとおりです。 

 

１９６９（昭和４４）年 同和対策事業特別措置法（１９８２（昭和５７）年失効） 

１９７２（昭和４７）年 
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律（男女雇用機会均等法） 

１９８２（昭和５７）年 地域改善対策特別措置法（１９８７（昭和６２）年失効） 

１９８７（昭和６２）年 
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律（地対財特法） （２００２（平成１４）年失効） 

２０００（平成１２）年 

児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法） 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制

法） 

２００１（平成１３）年 
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律（配偶者暴力防止法（ＤＶ防止法）） 

２００３（平成１５）年 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 

２００５（平成１７）年 
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律（高齢者虐待防止法） 

 



5 

２００６（平成１８）年 

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処

に関する法律 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（バリアフリー法） 

２００８（平成２０）年 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 

２０１１（平成２３）年 
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関

する法律（障害者虐待防止法） 

２０１３（平成２５）年 

いじめ防止対策推進法 

子どもの貧困対策の推進に関する法律（子どもの貧困対

策推進法） 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害

者差別解消法） 

生活困窮者自立支援法 

２０１５（平成２７）年 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性

活躍推進法） 

２０１６（平成２８）年 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法） 

部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進

法） 

２０１８（平成３０）年 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 

２０１９（平成３１）年 
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施

策の推進に関する法律（アイヌ施策推進法） 

２０１９（令和元）年 

改正労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等に関する法律（パワーハラスメン

ト防止法） 

２０２１（令和３）年 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（育児介護休業法） 

教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

（教員による児童生徒性暴力防止法） 

２０２２（令和４）年 

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資す

るために性行為映像製作物への出演に係る被害の防止を

図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関す

る特則等に関する法律（ＡＶ出演被害防止・救済法） 
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１９９７（平成９）年には、国連の「人権教育のための国連１０年」（１９９５～２００４年）

を受けて、「『人権教育のための国連１０年』に関する国内行動計画」が策定され、国

や地方自治体においても人権教育・啓発の積極的な取組が進められてきました。 

２０００（平成１２）年には、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、

国や地方自治体、国民の責務を明らかにした「人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律」が施行され、この法律を具体化するため、２００２（平成１４）年に、「人権教

育・啓発に関する基本計画」が策定されています。 

また、２０２０（令和２）年には、バリアフリー法の改正により、「様々な心身の特性や

考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、

支え合う『心のバリアフリー』」を推進する取組も進められています。 

さらに、２０２３（令和５）年４月１日からは、国際条約である「児童の権利に関する

条約」の精神にのっとり、子どもが個人として尊重され、その基本的人権が保障され

るための基本的な理念を定めた「こども基本法」が施行されます。 

 

 

４ 大阪府の動き 
 

大阪府では、人権尊重の大切さを示すとともに、人権施策を進める枠組みをつく

り、すべての人の人権が尊重される社会をめざして、１９９８（平成１０）年に「大阪府

人権尊重の社会づくり条例」が制定されました。 

同条例の具体化のために、２００１（平成１３）年に「大阪府人権施策推進基本方針」

が策定されたことに続き、同方針が示す「人権意識の高揚を図るための施策」を総

合的に推進するため、２００５（平成１７）年には「大阪府人権教育推進計画」が策定

されています。 

また、２０１５（平成２７）年には、差別解消について、府民の理解を深めることを目

的とした「差別のない社会づくりのためのガイドライン～すべての人の人権が尊重さ

れる社会をめざして～」が策定され、人権教育や啓発の総合的な推進が図られてい

ます。 

近年の取組としては、２０１９（令和元）年１０月に「大阪府性的指向及び性自認の

多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」が、同年１１月には「大阪府ヘイト

スピーチ解消推進条例」が制定されました。 

また、人権問題が多様化する中、２０１９（令和元）年には、「大阪府人権尊重の社

会づくり条例」が改正され、府民と事業者に人権尊重の社会づくりに理解と協力を

求める規定が設けられる等、各条例や計画は、国際的な潮流や時代の変遷とともに

改正されています。  
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５ 本市のこれまでの取組 
 

本市では、１９９２（平成４）年に、一人ひとりの人権意識を高め、人権尊重に徹す

るゆるぎない信念と決意を示す「差別撤廃・人権擁護都市」宣言を行うとともに、 

２００１（平成１３）年に施行した「大東市人権尊重のまちづくり条例」の目的にのっとり、

人権に関わる様々な条例等を制定して、「すべての人の人権が尊重されるまちづくり」

に取り組んでいます。 

 

＜条例等＞ 

１９９２（平成４）年 「差別撤廃・人権擁護都市」宣言 

２００１（平成１３）年 大東市人権尊重のまちづくり条例 

２００２（平成１４）年 大東市同和行政基本方針 

２００５（平成１７）年 大東市人権行政基本方針 

２００６（平成１８）年 

大東市自治基本条例 

※誰もが安心して住み続けられる大東市を創造することを目的

とする 

２００７（平成１９）年 

大東市男女共同参画推進条例 

大東市子ども基本条例 

※すべての人が子どもの誕生や成長を喜び、ともに支え合う社

会を築くことを目的とする 

２０１４（平成２６）年 大東市バリアフリー基本構想 

２０１５（平成２７）年 

大東市こころふれあう手話言語条例 

※手話の理解や普及、手話を使用しやすい環境づくりを行い、

すべての市民が安心して暮らせる地域社会を実現することを

目的とする 

２０２１（令和３）年 
大東市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者

支援に関する条例 

 

＜分野別計画＞ 

大東市地域福祉計画 大東市男女共同参画社会行動計画 

大東市総合介護計画 大東市子ども・子育て支援事業計画 

大東市障害者長期計画 大東市障害福祉計画   

大東市自殺対策計画                     ほか 
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＜人権啓発の取組＞ 

人権パネル展 憲法週間記念のつどい 

地域集会 人権週間記念のつどい 

親と子で平和を考えるつどい 市民じんけん講座 

ヒューマンコンサート 人権啓発ステップ・アップ講座  ほか 

 

分野別の計画においても、女性や子ども、高齢者、障害者、外国人、性的マイノリ

ティ＊2、こころの病を患っている人等の人権問題に関する具体的施策を掲げて、取

組を推進しています。 

近年の人権の動向に対応する取組としては、新型コロナウイルス感染症に関する

差別や偏見の防止を目的として、動画（「ＳＴＯＰ！コロナ差別」）の作成・公開を行う

ほか、「シトラスリボンプロジェクト＊3」への賛同を宣言する等、差別解消に向けた取

組を行っています。 

また、２０２１（令和３）年には、インターネットを介した誹謗中傷やプライバシー侵害

等に対応するため、「大東市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援

に関する条例」を施行しています。 

本市の人権啓発は、行政と市民の協働により取組が進められており、広く市民を

対象にした事業が企画・実施されています。 

 

 

  

                                                      

2 性的マイノリティ：性的指向（どのような性別の人を好きになるか）が同性や両性である、性自認（自

分の性別をどう認識しているか）が身体的性別と一致していない等、性のあり方が多数派に属さない

人。 
3 シトラスリボンプロジェクト：コロナ禍での差別や偏見に心を痛めていた愛媛県の有志が作ったプ

ロジェクトで、愛媛県特産の柑橘にちなみ、シトラス色（黄緑色など、柑橘をイメージした色）のリボンや

専用ロゴを身につけて「ただいま」「おかえり」の気持ちを表す活動を広めるもの。 
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６ 基本方針の位置づけ 
 

本市では、「大東市人権尊重のまちづくり条例」に基づき、すべての人の人権を尊

重し、多様性を認め合い、それぞれの個性と能力を発揮できるまちづくりをめざして

います。 

ＳＤＧｓも、「誰一人取り残さない」「すべての人の人権を実現する」人権尊重の理

念が基礎となっていることから、大東市総合計画において、ＳＤＧｓをまちづくりの考

え方の土台として位置づけています。 

このことから、本市は「人権尊重」の考え方をあらゆる政策の根幹に据えており、

大東市人権行政基本方針は、その基軸となる方針です。 
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第２章 基本的な考え方 

１ 本市における人権行政の基本的考え方 
 

～一人ひとりの違いを受け入れ、あなたをあなたと認め、 

私を私と認め合える社会へ～ 

 

人権とは「人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構

成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活

を営むために欠かすことのできない権利」です。 

人権は、市民それぞれが自分の意志で自由に生きることができ、また、平等な扱

いを受け、個人として互いに尊重し合い、共に幸福に生きていくことのできる社会を

実現するために必要な概念として生み出されました。 

人権は、その人自身が権利の主体者として、市民社会における権利と自由を確

立することと同時に、自分以外の「個人」の尊厳も尊重することが重要となります。 

つまり、人権尊重の社会とは、互いの自由と平等を尊重し合う「個人」によって構

成され、それぞれが尊重し合い、理解を深め合うとともに、その関係が拡がっていく

社会といえます。 

そうしたことから、人権とは一部の人の問題ではなく、すべての人に関わる社会全

体の問題であるといえます。 

 

本基本方針のテーマである「人権行政」とは、市民社会における諸権利を確立す

ることであり、市民一人ひとりがその権利と行使について自覚し、互いに尊重し合う

ことによって、人としての幸せな生活を営んでいく社会を実現することです。 

そのためには、自分らしく、ありのままに生きられる社会を構築することが必要で

す。 

しかし、今なお残る差別意識やマイノリティに対する誤解・偏見が、多様性を認め

合う社会の構築を困難にしています。今後も引き続き差別意識の解消に向けた取

組を推進するとともに、人権問題にかかる考え方をさらに発展させ、自分らしく生き

られる社会の構築とその先にある「一人ひとりの違いを受け入れ、あなたをあなたと

認め、私を私と認め合える」ダイバーシティ（多様性）社会の構築に向けた取組を推

進し、人権に対する認識や心構え、さらには自己実現が可能な環境が整った人権尊

重のまちづくりをめざします。 
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２ 人権行政推進のための基本的認識と方向 
（1）自治体行政の目標は「市民の権利（＝人権）の確立」 

憲法の理念に基づいて、「福祉」「保健・医療」「都市整備」「環境」「教育」「労働」

「防災」等、市民生活の様々な分野における市民的権利と市民的自由を確立・保障

することが、自治体の役割であり、その意味で市民の生活を支える自治体行政全体

が、すなわち人権行政そのものであるといえます。このことから、人権行政推進にあ

たっては、人権政策部局だけでなく庁内のすべての部局が市民の基本的人権の確

立・保障に関わっているという認識に立って施策に取り組みます。 

本市はこれまで「大東市人権尊重のまちづくり条例」に基づき、あらゆる差別を解

消し、多様な文化や価値観の違いを認め合う多文化共生社会の推進、ジェンダー

平等社会の実現等、すべての人の人権を尊重し、多様性を認め合い、それぞれの個

性と能力を発揮できるまちづくりを進めてきました。この考えは、国際目標であるＳＤ

Ｇｓの理念「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」に通じる

ものです。この条例とＳＤＧｓの理念に基づき、人権尊重の考え方をあらゆる政策の

根幹に据え、まちづくりを進めていきます。 

 

（2）人権教育・啓発の推進 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（２０００（平成１２）年施行）では、

人権教育及び人権啓発に関する施策の推進を地方公共団体の責務と定めていま

す。 

また、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」では、人権尊重の理念を「自分の

人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を

自覚して、人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、人権共存の考え方」とし、人権教

育・啓発の基本的なあり方として、以下の３点が挙げられています。 
 

●実施主体間の連携と国民に対する多様な機会の提供 

●発達段階等を踏まえた効果的な方法 

●国民の自主性の尊重と教育・啓発における中立性の確保 
 

これらを踏まえて、本市の実情に即した人権教育・啓発の取組を推進します。 

また、本市においては「大東市人権教育基本方針・大東市人権教育推進指針」を

策定し、一人ひとりの大切さや人権の重要性、人権尊重社会の土台となる平和な社

会の尊さ等について示しています。これら計画や指針のもと、子どもだけでなく、大

人も等しく人権について学ぶ取組を推進します。 

  



12 

（3）相談・救済体制の充実 

人権教育・啓発による人権意識の高揚とあわせて、人権問題が生じた際に、当事

者の立場に立った相談活動を行うことが地方自治体の役割として求められています。

個別の人権課題に迅速かつ適切に対応し、早期の解決に導くことができるよう、相

談・救済体制の充実、強化を図ります。 

 

（４）人権尊重に基づく行政と市民・関係機関等との協働・連携による地方自治 

行政の役割は、市民の主体的な取組を促進することによって市民の幸福を確立

していくことです。 

そのためには、地域社会における課題解決をめざして、市民や全世代地域市民

会議＊4をはじめとする市民組織と行政との間にパートナーシップ＊5を確立するととも

に、市民が自立した個人としてエンパワーメント＊6できるための支援体制の整備が

必要不可欠です。 

本市がこれまで実施してきた市民とともに創る市民協働のまちづくりをさらに充実

させ、人権尊重の視点に立ち、公益的な意識を持った事業者や市民との豊かなパー

トナーシップによる公民連携＊7で事業を推進します。 

また、市職員自身の意識向上を図るとともに、関係機関との協力・連携を深め、ま

ちづくりに関わる様々な主体が一丸となった人権尊重のまちづくりを進めます。 

  

                                                      

4 全世代地域市民会議：市民が地域で主体的にまちづくりに参画し、住民自治の推進を図るため、自

治区を最小単位として市民が集まり、まちづくりの課題について議論を重ね、自主的な運営を行って

いく大東市の取組。 
5 パートナーシップ：様々な機関や人が対等な関係で互いに協力し合うこと。 
6 エンパワーメント：組織を構成する一人ひとりが本来持っている力を発揮し、自らの意思決定により

自発的に行動できるようにすること。 
7 公民連携：大東市が進めている取組手法で、市等の公的機関が有する資源や特徴・特性を、公益

的な意識を有する民間企業等の資金やノウハウを活用しながら磨き上げ、付加価値を生み出す連携

協力手法のこと。 
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人権尊重のまちづくり
～一人ひとりの違いを受け入れ、あなたをあなたと認め、

私を私と認め合える社会の構築～

人権教育・啓発の推進

相談・救済体制の充実

人権行政推進のための体制

人権行政を推進するために

■ 高齢者の人権

■ 部落差別（同和問題）

■ 女性の人権

■ 子どもの人権

■ 外国人の人権

■ 感染症等に関連する
偏見や差別

■ 障害者の人権

■ 性的指向及び性自認を理由と
する偏見や差別

■ インターネット上の人権侵害

■ その他の人権問題

様
々
な
人
権
問
題
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第３章 人権問題の現状と取組の概要 

これまで人権問題は、多くの人に「ひとごと」として捉えられる風潮がありました。

その原因の一つには、これまでの人権教育や人権啓発のあり方として、様々な差別

問題を取り上げ、差別の不当性を示すことで人権の大切さを語ることが多かったと

いう特徴が挙げられます。このことが、人権問題は、差別の当事者たちの問題であり、

自分にとっては「ひとごと」であるとみなす傾向を強めたといえます。 

確かに差別は人権問題ですが、人権問題には差別意識に基づかない事象も多く

含まれます。犯罪被害に遭ったり、インターネット上でのプライバシーの暴露や誹謗

中傷を受けることも人権問題であり、誰もが人権問題の当事者になる可能性を有し

ています。人権とは、特定の人の権利ではなく、すべての人が生まれながらに持って

いる権利です。すなわち、すべての人が人権を持つのであって、すべての人にとって

人権問題は「自分ごと」だといえます。 

また、差別問題についても、自ら差別することも、されることもない自分にとっては

「ひとごと」だと考える人がいます。しかし、実際の差別事象をみると、差別をした人

は、自分が差別をしたという自覚を持っていない場合が多くあり、差別を傍観したり、

差別に加担してしまうこともあります。例えば、女性差別については、自分は関係が

ないと思っている男性でも、実際には自覚することなく、差別する側に立っているこ

ともあるのです。したがって、女性差別は、女性だけが抱えている問題ではなく、そ

れは女性と男性との関係の中で生じている問題であり、女性差別に関して、その解

消には男性も当事者として積極的に関わることが不可欠な「自分ごと」の問題です。 

以下に挙げる様々な人権問題については、直接的な当事者でない人であっても、

同じ社会の構成員として、その解決に当たっての関係者です。すべての人が人権問

題を「自分ごと」と捉え、差別をはじめとする様々な人権問題に心を配ることが大切

です。さらに自分らしく生きられる社会の構築、違いを認め合う意識の醸成、一人ひ

とりの価値観に応じた自己実現や希望をかなえられるダイバーシティ（多様性）社会

の構築に向けた取組を推進していくことも必要となります。 

 

本章においては、国際的な動き、国や大阪府の動き、本市のこれまでの取組、市

民意識調査や関係団体へのヒアリング等を通じて、人権問題の現状と課題を整理

するとともに、今後の方向性を次のとおり定めます。 
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１ 女性の人権 
（１）現状と課題 

 【社会情勢】 

日本では、様々な場面における意思決定や科学技術分野における女性の参画が

他の先進国に比べて遅れており、世界経済フォーラムが毎年公表する各国における

男女格差を数値化した「ジェンダーギャップ指数＊8」では、日本は低い水準にとどま

っています。その背景の一つには固定的な性別役割分担意識や性別に基づく思い

込みの影響があり、女性が十分に能力を発揮する機会が保障されていない状況で

す。 

また、ドメスティック・バイオレンス（DV）＊9は、男女間の力関係の差や男女の経済

格差、暴力を容認する社会通念等の社会構造的な問題等から、被害者の多くが女

性であるという実態があります。 

 

 【大東市】 

本市では、「大東市男女共同参画推進条例」 において、市や市民、事業者等の

責務を定め、男女間の不平等や人権侵害をなくす取組を進めてきましたが、２０２０

（令和２）年に実施した「大東市人権に関する市民意識調査」（以下、市民意識調査

という。）では、固定的な性別役割分担につながる性別特性論＊10に対して、若年層

では、否定的な傾向にあるものの、肯定する割合が一定数存在しており、特に男性

に強い傾向がみられます。 

また、「女性は早く結婚し、子どもを産むほうがよい」という意見に対し、女性は

「そう思わない」という回答が最も多いのに対し、男性は「どちらとも言えない」という

回答が最も多く、男女間での意識の相違が存在しています。 

その一方で、政治分野への女性の不参加や雇用における採用・昇進の男女格差

については、年代を問わずそれを容認しない回答が多い傾向にあります。 

 

（２）今後の方向性 

「大東市男女共同参画社会行動計画」に基づき、誰もが性別に関わりなく、その

個性と能力を十分に発揮できる社会の実現をめざします。 

女性の社会参画・活躍促進に向けた相談窓口の充実や、社会で活躍している当

                                                      

8 ジェンダーギャップ指数：世界経済フォーラムが毎年公表する世界各国における男女格差を測る指

数。経済・政治・教育・健康の４つの分野のデータから作成される。 
9 ドメスティック・バイオレンス（DV）：夫婦・パートナーや恋人等、親密な間柄において起こる身体的・

精神的・性的・経済的な暴力のこと。パートナーの交友関係に対する干渉や、行動・発言の制限、存在

や発言の無視等、精神的な苦痛を与えることも含まれる。 
10 性別特性論：身体的な性別によって社会的な役割が異なるとする考え方のこと。 
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事者による講演会など、意識醸成の機会の提供、また、妊娠・出産等の女性の健康

に関わる事項について女性自身が自己決定権を持つ「リプロダクティブ・ヘルス/ラ

イツ（性と生殖に関する権利）＊11」の考えに基づいた性教育・健康教育、健康相談等

の情報提供や啓発、相談窓口の充実を図ります。 

加えて、ＤＶやセクシュアル・ハラスメント等の被害者となるのは、特定の女性に限

られたわけではなく、誰もが被害を受ける可能性があります。その一方で、自覚がな

いまま加害者となっていることもあります。このような事象を生じさせない社会意識

の浸透と、社会生活や家庭生活における様々な意思決定の場面に男女が参画し、

対等な立場で意見を尊重し合える意識の醸成を図るため、学校や地域等において、

あらゆる世代が男女共同参画社会の重要性を学ぶことのできる機会を創出してい

きます。 

 

 

２ 子どもの人権 
（１）現状と課題 

 【社会情勢】 

児童虐待や育児放棄（ネグレクト）、体罰、子どもへの性犯罪等によって、子どもた

ちが安全かつ安心して成長できる環境が脅かされています。 

また、子どもの自殺、不登校が増加しており、「学校を休みがち」「本当は学校（ク

ラス）に行きたくない」「なんとなく学校になじめない」という子どもたちも存在してい

ます。 

その背景には、インターネットの普及により、子どもたちが得られる情報量が各段

に増え、知識の深まりや関心の拡がりが期待される一方で、ＳＮＳ＊12等のインターネ

ット上の仲間外れや誹謗中傷、誤った情報の拡散等により、子どものいじめが多様

化していること等が挙げられ、近年ではコロナ禍による学校や家庭の環境変化も大

きく影響しているといえます。 

また、世帯間の経済格差の拡大による子どもの貧困問題や、過度の校則規定、ヤ

ングケアラー＊13等、子どもの人権に関わる新たな課題が顕在化しています。 

                                                      

11 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ：性と生殖に関する健康・生命の安全を、女性のライフステージを

通して、権利として捉える概念であり、「リプロダクティブ・ヘルス」は、性や子どもを産むことに関わるす

べてにおいて、身体的にも精神的にも社会的にも本人の意思が尊重され、自分らしく生きられること、

「リプロダクティブ・ライツ」は、自分の身体に関することを自分自身で選択し、決められる権利を意味す

る。 
12 SNS：ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略で、登録された

利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこと。 
13 ヤングケアラー：本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話等を日常的に行っている子

どもを意味する。 
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 【大東市】 

本市においても、不登校児童・生徒の数は増加傾向にあります。市民意識調査で

は、「不登校」や「いじめ」について、「不登校児童（生徒）やいじめられている本人の

責任に帰する」とする考えを持つ人が２割程度存在しています。 

保護者や教員の体罰を容認する回答は、３０歳代、４０歳代で多く、「いじめはい

じめられる側にも問題がある」という意見を肯定する回答は、１８、１９歳が最も多くな

っています。また、３０歳代においては、「収入の低い世帯の子どもが大学に進学でき

ないのはやむを得ない」と考える傾向がやや強くみられます。 

 

（２）今後の方向性 

「大東市子ども基本条例」に基づき、子どもたちが、生まれながらにして、生きる権

利、育つ権利、守られる権利、参加する権利＊14を持つ主体であることを周知徹底す

るとともに、「大東市子ども・子育て支援事業計画」の推進により、虐待防止対策や

子どもの貧困問題への対応を図ります。また、「大東市いじめ防止基本方針」に基づ

き、子どもたちがいじめの被害者にも加害者にもならないよう取組を進めるとともに、

不登校状態にある児童・生徒のための「大東市教育支援センター ボイス」等の居

場所づくりに取り組み、一人ひとりの違いや個性を認め合える教育環境の構築や子

どもたちの意欲や関心に応じた多様な学びの機会の提供を進めます。 

インターネット利用の低年齢化により、インターネットがいじめの温床とならないよ

う、「大東市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例」に

基づき、インターネット・リテラシー＊15の向上等にも取り組みます。 

これらの取組には、学校だけでなく地域や家庭が連携して子どもたちを育てること

が重要です。地域人材の積極的な活用や、本市が先進的に取り組んできた「家庭教

育支援事業」＊16のさらなる充実を図ります。 

また、家庭の経済状況等によって教育環境に差が出たり、子どもの健やかな成長

が妨げられることのないよう、子育て世代への支援を推進します。 

 

  

                                                      

14 参加する権利：自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、自由な活動を行ったりできる

こと。 
15 インターネット・リテラシー：インターネットの情報や事象を正しく理解し、それを適切に判断、運用

できる能力のこと。 
16 家庭教育支援事業：子どもの健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点である家庭にお

いて、保護者が安心して子育て及び教育を行うための支援（家庭教育支援）を行うことにより、家庭に

おける教育力の向上を促進することを目的とした大東市の事業。 
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３ 高齢者の人権 
（１）現状と課題 

 【社会情勢】 

認知症等の要介護高齢者の増加に伴い、施設や家庭において高齢者に対する

身体的・心理的虐待、介護・世話の放棄、財産権の侵害、行動の制限等が起こって

います。また、高齢者を狙う悪徳商法や詐欺、年齢を理由とした就職差別、賃貸住

宅への入居拒否等、高齢者に対する様々な人権侵害が生じています。 

 

 【大東市】 

本市では、大東元気でまっせ体操＊17や生活サポート事業＊18等、高齢者自身の

自主的・自立的な取組の支援と高齢者を支え合う制度との両輪で、高齢者が生き

生きと暮らせるまちづくりに取り組んできました。 

しかし、全国的な傾向と同様に、認知症高齢者の介護や老々介護、老親が社会的

に孤立した中高年の子どもを支える８０５０問題＊19、介護者が精神疾患や発達障害

等を抱えているケース等、高齢化社会の進展に伴い、様々な問題が発現しています。 

高齢者の虐待事案では、被害者だけでなく、加害者自身に悩みや生きづらさがあ

り、助けを求めるサインである場合もあります。 

 

（２）今後の方向性 

「大東市総合介護計画」を着実に推進し、高齢者の尊厳を守るために、認知症高

齢者対策、高齢者虐待防止、権利擁護に取り組むとともに、介護を担う家族のケア

や相談支援を充実します。あわせて、これまでまちを支えてきた高齢者が住み慣れ

たまちで引き続き安全・安心に暮らせるよう、地域社会における理解の促進や見守

り体制の充実を図り、持続的にケアできる体制の構築を進めます。 

また、年齢に基づいた偏見や差別をなくし、就労意欲を持った高齢者が、長く社

会で活躍できる職場環境づくりを推進するとともに、年齢に関わらず、生き生きと健

康に暮らし、活躍し続けられるよう、地域活動に様々な形で参画できる機会を設け

る等、生涯活躍のまちづくりを推進します。  

                                                      

17 大東元気でまっせ体操：自治会、老人クラブ、校区福祉委員会等の地域団体が担い手となり、市

内在住の高齢者を集めて介護予防を目的に大東市考案の体操を行うもの。虚弱な高齢者と元気な

高齢者が一緒に活動することで、地域の見守りの役割も担っている。 
18 生活サポート事業：高齢のため、日常のちょっとしたことができずに困っている人の自宅に養成講座

（無料）を受けた住民ボランティアである生活サポーターが訪問し、買物・掃除・外出の付添い等の支

援を行う住民参加型の大東市の事業。 
19 8050 問題：子どものひきこもりが長期化し、親子共に高齢化して「80」代の親が「50」代の子ども

の生活を支える状態となり、社会的に孤立化して生活が立ち行かなくなるという問題。 
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４ 障害者の人権 
（１）現状と課題 

 【社会情勢】 

すべての人は、障害の有無に関わらず、等しく基本的人権を有するかけがえのな

い存在であるにも関わらず、日常生活や雇用・職場等、様々な場面において、障害

を理由とした差別や偏見がみられます。 

また、障害者の自立生活の基盤となる福祉施設等の設置に際し、地域住民との

摩擦（施設コンフリクト＊20）や賃貸住宅における入居拒否等の問題が起こっていま

す。発達障害や学習障害等の特性への対応や支援の必要性も十分に理解されてい

るとはいえない現状です。 

 

 【大東市】 

本市は、全国に先駆けて「地域リハビリテーション＊21」に取り組んでいるまちであ

り、また、２０２０東京オリンピック・パラリンピックにおいては、ホストタウンとして登録

される等、共生社会の風土が育まれているまちです。 

また、障害者就労・定着支援や「手話は言語である」との認識に基づいた「大東市

こころふれあう手話言語条例＊22」を大阪府内で初めて制定する等、先進的な取組

を進めています。 

こうした取組によって、市民意識調査においても、障害者の自己決定や社会参画

について、一定の理解が広がっている傾向にあります。 

その一方で、「企業における障害者法定雇用率＊23が達成できないのはやむを得

ない」「自分の家族や親せきには、障害がある人と結婚してほしくない」「障害がある

子どもは、特別支援学校に通うべきだ」という意見や考え方に対して、「どちらとも言

えない」と判断を保留する回答が最も多くなっている現状があります。 

また、「出生前診断で障害があることがわかったとき、産まないという選択をする

のはやむを得ない」という意見に対して、それを肯定する回答は約４割であり、否定

する回答（約１割）を大きく上回っています。そして、障害者自身の回答結果では、こ

の意見を肯定する回答の割合が約５割と、とりわけ大きくなっています。 

                                                      

20 施設コンフリクト：社会福祉施設を新しく建てようとする時に、住民や地域社会からの反対運動が

起こり、施設と地域間での紛争となること。 
21 地域リハビリテーション：障害者や高齢者とその家族が、住み慣れたところで、その人らしい生活が

できるよう、保健・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生活に関わるあらゆる人々や機関・組織がリ

ハビリテーションの立場から協力し合って行なう活動のこと。 
22 手話言語条例：手話が言語であるという認識に基づき施策を推進し、手話を必要とするすべての

人の社会参加の促進と安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とする。 
23 障害者法定雇用率：障害者が一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保

するために設けられた障害者雇用率制度に基づき、常用労働者の数に対する障害者の割合のこと。 

 



20 

（２）今後の方向性 

国連「障害者権利条約」で示されている、障害者を、保護や福祉の対象から、人

権の主体へと転換する考え方とあわせて、「社会こそが『障害（障壁）』をつくっており、

それを取り除くのは社会の責務である」という考え方を広く浸透する必要があります。 

そのため、障害の有無に関わらず、すべての人が平等に人権を享受し、行使でき

るよう、一人ひとりの特徴や場面に応じてバリア（障害・障壁）を取り除くための「合

理的配慮」について理解を深め、実践するとともに、「大東市障害者長期計画」にお

いてめざす姿である、障害の有無に関わらず一人ひとりの人格と個性を尊重し、違

いを認め合い、すべての人が共に支え合い共に生きるインクルーシブ社会＊24の実

現に向け、取組を推進します。 

また、自立や生きがいづくりにつながる社会参画を支援する等、誰もが活躍でき

る社会の構築に取り組むとともに、障害者が抱える生きづらさに寄り添った支援や

障害者が躊躇することなく自由な選択ができる社会の構築に取り組みます。 

 

 

５ 部落差別（同和問題） 
（１）現状と課題 

 【社会情勢】 

１９６９（昭和４４）年から２００２（平成１４）年にわたり実施された特別措置法に基づ

く事業によって、劣悪な生活環境や低位な教育・文化水準、不安定な職業等、実態

的差別はほぼ解消されたことから、「すでに部落差別はない」と言う人もありますが、

実際には被差別部落で暮らすことや被差別部落出身者との結婚を忌避する意識等

にみられる心理的差別が未だに根強く残っています。 

近年では、インターネット上で被差別部落の所在地や関係者の個人情報が無断

で公開される事例が生じており、それらの情報が拡散されることによって、差別や偏

見の助長につながっていくことが懸念されます。 

 

 【大東市】 

本市では、いち早く同和対策等に取り組み、特別措置法失効後も大東市同和行

政基本方針に基づき残された課題解決のため真摯に施策に取り組むことにより、差

別の解消に積極的に努めてきました。しかしながら、市民意識調査では、同和問題

等に関心を持っている人は１割に満たず、部落問題学習（同和教育）の必要性を肯

                                                      

24 インクルーシブ社会：社会を構成するすべての人は、多様な属性やニーズを持つことを前提として、

性別や人種、民族や国籍、出身地や社会的地位、障害の有無等によって排除されることなく、誰もが

構成員の一員として分け隔てられることなく、地域であたりまえに存在し、生活することができる社会の

こと。 
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定する人は３割程度にとどまっています。 

また、「同和問題はそっとしておけば自然になくなる問題だから、教育や啓発はし

ない方がよい」という意見の人が一定数存在します。差別的な発言を聞いたことの

ある人で、反発・疑問を感じたことがある人は２割に満たないことや、被差別部落に

対する忌避意識を持つ人が一定数存在し、心理的差別が根強く残っている現状が

あることから、啓発等について、具体的に取り組んでいます。 

 

（２）今後の方向性 

２０１６（平成２８）年に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差

別解消推進法）」は、「未だ部落差別は存在する」という実態を、国が重く受け止め

て制定された、部落差別の解消をめざすための法律です。その趣旨を広く市民に周

知することにより、未だ根強く残る偏見や差別意識を認識し、正しい知識を持たない

ままインターネット上等の差別的な情報に触れることで、偏見や差別的な意識を持っ

てしまうことのない社会の実現をめざします。 

また、本市では、「同和問題の解決にあたっては、部落差別をはじめとするすべて

の差別をなくしていくことが肝要である」との考えのもと、同和教育を積極的に推進

してきました。これまで蓄積してきた実績をもとに、今後も学校教育・社会教育にお

いて部落問題学習（同和教育）の意義に対する認知を高め、正しい認識と理解を深

めるための学習・啓発機会を拡大します。 

 
 
６ 外国人の人権 

（１）現状と課題 

 【社会情勢】 

日本に生活する外国人や外国にルーツを持つ人たちは、留学生、移住労働者、技

能実習生、国際結婚した人、国際結婚で生まれた子ども、在日二世・三世等、帰化

により日本国籍を取得した人等、その立場や置かれた状況は様々です。近年は、技

能実習生や、親の就労等により家族とともに日本で暮らすことになった子どもたちが

増加しています。 

日本で暮らす外国人の中には、外国人であることを理由とした差別的な言動や

賃貸住宅の入居拒否、就労における差別等を受けた経験のある人が少なからず存

在します。また、特定の民族や国籍の人々を排除しようとする不当な差別的言動で

あるヘイトスピーチ＊25がインターネット上で拡散されているという実態が指摘されて

                                                      

25 ヘイトスピーチ：特定の国の出身者であることまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会

から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりする等の一方的な内容の言動のこと。 
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おり、さらには、差別的情報をうのみにした人等が、自らの認識を省みることなく暴

力や犯罪等を起こす事件（ヘイトクライム＊26）も起こっています。 

 

 【大東市】 

本市には、市内大学への留学生、事業所での技能実習生等、若い世代の外国人

や家族で移住してきた人等、多くの外国人が暮らしています。 

市民意識調査の結果からは、「ヘイトスピーチ」「就労における不利な扱い」「アパ

ート等の入居拒否」「社会保障における不利な扱い」に対して「差別である」と思う割

合は高くなっていますが、「日本語を学ぶ機会が少ない」ことや「日本の習慣を強制

する」ことが外国人の人権に関わると捉える意識は低い数値となっています。 

また、若年層の方が、在日外国人の人権に対する意識は高い傾向がみられ、家

族や親しい友人に外国人がいる人も同様の傾向にあります。 

 

（２）今後の方向性 

２０１６（平成２８）年に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解

消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」は、「特定の民族や

国籍の人々を排斥する差別的言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、

人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることになりかねず、決して許される

ものではない」という現状認識に基づいた、ヘイトスピーチの解消をめざすための法

律です。 

本市における外国人住民人口は、約３，０００人にのぼり、多くの外国人が暮らし

ています。国籍を問わず、誰もが暮らしやすい社会の構築に向け、在日外国人の人

権問題についての啓発を進めるとともに、互いの文化や習慣を学ぶ機会の提供等、

地域における多文化共生を実現するための多文化理解教育や多文化交流を進め、

互いを認め合える文化を醸成します。 

また、在日外国人の意見や要望の把握に努め、市民生活において必要な多言語

による情報提供や生活支援・相談体制の充実、日本語を学ぶ機会の提供等を図り

ます。 

  

                                                      

26 ヘイトクライム：人種、宗教、性別等に対する偏見や差別等が原因で起こる憎悪犯罪。 
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７ 感染症等に関連する偏見や差別 
（１）現状と課題 

 【社会情勢】 

世界的な新型コロナウイルス感染症の流行拡大によって、誰もが少なからず不安

や恐怖心を抱きましたが、未知の感染症に対する不安が感染者やその家族、医療

従事者、エッセンシャルワーカー＊27、ワクチンを打たない人等への排除や攻撃、差別

的言動となって表れるといったことが起こっています。 

また、就労の場における感染を理由とした雇い止めや日常生活における嫌がらせ、

誹謗中傷等、深刻な人権侵害につながっています。 

そのほか、ＨＩＶ＊28感染症やハンセン病についても、正しい知識の不足から、偏見

や差別が起きています。HIV 感染症は、日常生活で感染することはほぼないにも関

わらず、ＨＩＶ感染者に対する診療拒否や職場で病気をオープンにできない等、社会

生活の様々な場面で人権問題となって表れています。 

ハンセン病患者に対しては、過去長年にわたり重大な人権侵害が続き、家族の感

染歴を秘匿せざるを得ない現実があります。国による隔離政策が終了したのちも、

ハンセン病療養所入所者に対し、ホテルでの宿泊が拒否される事件が起こる等、依

然として、差別や偏見が根強く残っています。 

 

 【大東市】 

本市では、「ＳＴＯＰ!コロナ差別キャンペーン」に応じて、市長のメッセージ動画の

作成・配信をはじめ、シトラスリボンプロジェクト等、差別解消に向けた取組を進めて

います。 

しかしながら、感染者や医療従事者、その家族に対する差別事例や、コロナ禍に

よるストレス、生活困窮、外出自粛に起因する家族間のトラブルやＤＶの増加、支援

金等を家族に渡さない等の金銭をめぐる虐待事例等も発生しています。 

また、市民意識調査の結果からは、「ＨＩＶに罹患したことを理由に解雇されるのは

やむを得ない」と思う人の割合は少ないものの、「どちらとも言えない」と回答する人

の割合が３割となっています。 

  

                                                      

27 エッセンシャルワーカー：人々の日常生活における、必要不可欠な仕事を担う労働者のことで、医

療、介護、福祉、保育等の分野に従事する人や、第一次産業、行政、物流、小売業等の業種に従事す

る人などが含まれる。 
28 HIV：HIV とは、ヒト免疫不全ウイルスのことで、HIV に感染すると免疫細胞が減少し、健康であれ

ば感染しない病原体にも感染しやすくなり、様々な病気を発症する。この病気が発症した状態をエイズ

（AIDS：後天性免疫不全症候群）という。 
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（２）今後の方向性 

新型コロナウイルス等の感染症や疾患に起因する差別の問題は、誰もが差別や

人権侵害の加害者にも被害者にもなり得ることを明らかにしました。 

差別や人権の問題を「ひとごと」ではなく、誰もが「当事者」であり、「社会の問題」

であるということを認識できるような、相手の立場を踏まえた啓発アプローチを進め

ます。 

また、コロナ禍による閉塞感や孤独、不安を和らげる支援体制を充実させるととも

に、不確かな情報やデマ等に惑わされることなく、正しい情報に基づく冷静な行動を

呼びかける等、「ＳＴＯＰ!コロナ差別キャンペーン」をはじめとする、様々な啓発に努

め、偏見や差別をなくす姿勢を示していきます。 

 

 

８ インターネット上の人権侵害 
（１）現状と課題 

 【社会情勢】 

インターネットは、情報社会において不可欠な手段ですが、情報発信の容易さや

匿名性から、犯罪行為や差別的言動、プライバシーの侵害を助長する場ともなって

います。 

スマートフォンの普及により、大人だけでなく、小中学生・高校生によるＳＮＳ上の

いじめや誹謗中傷等の問題が起こっています。また、近年、学校におけるオンライン

化の進展により、ＳＮＳ上のいじめが顕在化しています。子どもがインターネットに触

れる機会が増えたことにより、オンライン上のトラブルや性犯罪につながるケースも増

加しています。 

情報の拡散が容易であるというインターネットの特性は、正しい情報かどうかを確

認することなく、安易に差別的な意見に同調し、その意見を広めてしまう側面もあり

ます。 

また、インターネットでの情報提供が一般化されることにより、災害や行政情報等

の必要な情報を、素早く多くの人に届けることができるようになる一方で、それらの

情報を受け取ることが難しい環境にある人が必要な情報を得られないケースも発生

しています。 

 

 【大東市】 

本市では、「大東市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関す

る条例」を制定し、市・市民・議会のそれぞれの役割を定め、誹謗中傷等の防止及

び被害者支援を推進しています。 

市民意識調査の結果からは、インターネット利用時間は、若年層になるほど長くな
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る傾向にあり、インターネット上でプライバシーの暴露や誹謗中傷を受けた経験は、

若年層で圧倒的に多くなっています。 

インターネット上の情報の信頼性については、「ほとんどが正しい」または「正しい

情報が多い」と考える人が約半数を占めており、情報をうのみにする人が少なくない

現状が見て取れます。その結果、誤った情報を拡散し、人権を侵害してしまう可能

性も高くなっています。 

 

（２）今後の方向性 

「大東市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例」に

基づき、市民が否定的な情報に触れた際に正しい判断ができるよう、インターネッ

ト・リテラシーを高める取組を推進します。 

また、インターネット上では、容易に加害者になり得ることについての認識を高め

るとともに、人権侵害被害が起きた場合の相談支援体制の充実と、相談窓口への

誘導や救済措置についての情報提供並びに誰もが被害者にも加害者にもならない

ための教育・啓発の充実を図ります。 

さらには、行政のデジタル化によって、行政サービスの利便性を向上させる一方

で、情報格差にも十分に配慮した対応を行います。 

 

 

９ 性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別 
（１）現状と課題 

 【社会情勢】 

性には、身体の性だけでなく、性自認、性的指向等、複数の要素があり、それらの

組み合わせは多様で、どのような性のあり方であったとしても、一人ひとりの大切な

個性です。 

近年は、性的マイノリティ＊29を表す「ＬＧＢＴＱ＊30」や、すべての性を包含する 

「ＳＯＧＩ＊31」という言葉も広く用いられるようになり、性的マイノリティや多様な性に

対する社会的な認識は高まりつつありますが、性的マイノリティの人は、未だに差別

                                                      

29 性的マイノリティ：性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)のことで、同性に恋愛感情を持つ人や、

自分の性に違和感がある人等、性のあり方が多数派に属さない人のことをいう。 
30 LGBTQ：レズビアン（L：女性同性愛者）、ゲイ（G：男性同性愛者）、バイセクシュアル（B：両性愛

者）、トランスジェンダー（T：身体の性と性自認が一致しない人）、クエスチョニング（Q：自身の性自認

や性的指向が「わからない」という人や「意図的に決めていない」という人など）の頭文字を並べた言葉

で、性的マイノリティの総称の一つ。 
31 SOGI：性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字を並べた言

葉。多様な性のあり方に関する課題が LGBTQ 等、性的少数者に限ったものではなく、すべての人の

セクシュアリティ（性に関わる人それぞれの生き方や意識、行動、人間関係等）に関わることとして国際

的に広く用いられている。 
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や偏見、社会生活上の不本意な制約により日常生活を送るうえで生きづらさを抱え

ていることが多いのが実態です。 

また、同性カップルに対する借家への入居拒否や本人の同意を得ずに性的指向

等を他者に暴露するアウティング＊32等の人権侵害も起こっています。 

 

 【大東市】 

本市では、全国でも早期に「大東市パートナーシップ宣誓制度＊33」を構築する等、

多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会をめざした取組を積極的に行っ

ています。 

市民意識調査の結果からは、性的マイノリティが直面している生活上の制約に対

しては、若年層ほど理解を示す割合が高くなっており、その要因の一つに、性的マイ

ノリティ当事者からの情報発信や学校を含め、性の多様性について学ぶ機会が増

えていることが考えられます。 

一方で、同性愛者に対する先入観を持つ人や、性的マイノリティの存在を否定的

に捉えたり、当事者からのカミングアウト＊34への対応がわからないと感じている人も

一定割合みられ、その傾向は、高齢層に強くみられます。 

 

（２）今後の方向性 

「大東市パートナーシップ宣誓制度」の導入を契機とし、性の多様性が尊重された

社会の実現に向けた取組を積極的に進めます。 

そもそも性のあり方は多様であり、多数か少数かをもって、その異なるあり方を否

定や排除すべきものではないということを理解して、性的指向及び性自認を理由と

する差別や偏見をなくすとともに、「一人ひとりの多様性」に焦点を当てることで、互

いのあり方や感性、違いを認め合い、誰もが自分らしく生きられる社会づくりに取り

組みます。 

また、性に関する悩みや不安に対して、安心して相談できる体制の整備を進めます。 

  

                                                      

32 アウティング：本人の了解を得ずに、他の人に公にしていない性自認や性的指向等の秘密を暴露

する行動のこと。 
33 パートナーシップ宣誓制度：性的マイノリティ当事者が、お互いを人生のパートナーとすることを宣

誓した事実を、行政機関が証明する制度のこと。 
34 カミングアウト：これまで公にしていなかった自らの出生や病状、性的指向等を表明すること。 
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10 その他の人権問題 
（１）現状と課題 

 【社会情勢】 

①ハラスメント 

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背

景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える「パワー・ハラスメ

ント」や、相手の意に反する性的言動や行為を行う「セクシュアル・ハラスメント」 、

妊娠・出産等を理由に不利益な取り扱いをする「マタニティ・ハラスメント」、言葉や

態度によって人を傷つける「モラル・ハラスメント」等、職場や家庭等、様々な場面で

人権侵害が起きています。 

 

②刑を終えて出所した人に対する偏見や差別 

刑を終えて出所した人に対する偏見や差別は根強く、就職に際しての差別や住

居の確保の困難等、社会復帰をめざすうえで、極めて厳しい現実があります。刑を

終えて出所した人たちが適切に社会生活を営むためには、本人の更生意欲だけで

なく、職場、地域社会の理解と協力が必要です。 

 

③犯罪被害者等に対する偏見や差別 

ある日突然、誰もが犯罪被害者やその家族になる可能性があります。犯罪被害に

よる精神的苦痛や経済的問題に加え、マスメディアによる過剰な取材やプライバシ

ーの侵害等による二次被害の問題も指摘されています。 

また、加害者の家族等に対する精神的・社会的差別や偏見も問題となっています。 

 

④ホームレス状態にある人等に対する偏見や差別 

ホームレス状態にある人は、家庭の問題、人間関係、病気や精神疾患、失業等、

様々な要因の結果として路上生活等を余儀なくされていますが、ホームレスとなった

人々に対して、差別や偏見の意識があり、嫌がらせや暴行等の事件が起こっていま

す。 

 

⑤性的サービスや労働の強要等 

人身取引（性的サービスや労働の強要等）は、犯罪組織等によって、暴力、脅迫、

誘拐、詐欺等の手段を用いて場所を移動させられたり、支配下に置かれたりして、

売春や風俗店勤務、労働等を強要される犯罪であり、重大な人権侵害です。 

人身取引は、その被害者に対して深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、その被

害の回復は非常に困難であることから、人道的観点からも迅速・的確な対応が求め

られています。 
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⑥震災・水害等の災害に起因する人権問題 

災害時に、避難にかかる正確で迅速な情報伝達や、避難所生活におけるプライバ

シーの確保、女性、子ども、高齢者、障害者等災害の影響を深刻に受けやすい人へ

の配慮が課題になっています。 

また、東日本大震災の被災者は、避難生活が長期化して元通りの日常生活を取

り戻せない状況の人々が多数いることに加えて、原子力発電所事故に伴って、被災

者に対する、いわれのない偏見、差別、誹謗中傷等の人権侵害が起こっています。 

 

⑦こころの病の罹患者・回復者及びその家族に対する偏見や差別 

うつ病や統合失調症をはじめ、こころの病は、誰でもかかる可能性のある病気で

すが、これらの病気に対する偏見や差別、誤解は未だ根強く残っています。こうした

偏見や差別を恐れて患者や家族が誰にも相談できず孤立したり、適切な治療につ

ながりにくくなったりすることで、さらに病気が悪化する場合もあります。 

 

⑧その他 

そのほかにも、「アイヌの人々」や「北朝鮮当局によって拉致された被害者等」等の、

様々な人権問題があります。 

 

 【大東市】 

本市では、広報誌や講演会での人権啓発等、様々な人権問題をテーマに、関心

を高め、多様性を認め合う取組を進めています。 

しかし、市民意識調査においては、「アイヌの人権」や「刑を終えた人の人権」等の

人権問題については、他の人権問題と比較して関心が低い傾向にあります。 

ハラスメントについては、同調査において「自分の人権が侵害されたと思ったこと

がある」と答えた人のうち、その内容については「パワー・ハラスメントを受けた（上司

からの嫌がらせ等）」の割合が約３割と最も高い状態となっている現状があります。 

また、防災対策については、近年、災害が頻発しており、本市においても南海トラ

フ地震の発生が懸念されています。河川とともに暮らすまちとして水害に向き合って

きた経験を活かし、民間事業者や社会福祉施設との連携による避難所の確保、避

難行動要支援者の把握と迅速な支援体制の整備、女性や乳幼児向けの災害備蓄

品の充実、障害者が安心して避難生活を送れるようにするための配慮、土砂災害

警戒区域に暮らす高齢者等への確実な情報伝達手段の確保等、災害時のすべて

の人の安全・安心に配慮した取組を進めています。 
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（２）今後の方向性 

病気や民族などに対する偏見や差別等、人権問題には、誤った理解や思い込み

によるものも多く、その実態や背景を正しく理解することが解決のための第一歩とな

ることから、正しい知識を得られる機会の提供に努めます。 

犯罪被害者問題については、ある日突然悲劇に見舞われた人々に対して、精神

的ケアに加え、経済的問題に対する支援の検討を行います。 

さらには、災害時において、女性、子ども、高齢者、障害者等、誰一人取り残すこ

となくすべての人の安全・安心が確保されるよう、避難所等の環境整備を進めるとと

もに、引き続き正確で迅速な情報発信に取り組みます。 

あわせて、こころの病等、誰もがなり得る可能性のあることに対し、周囲の人々も

含めて相談しやすい体制づくりや関係機関との連携を進め、一人ひとりが自分らし

く生き生きと暮らせる環境の整備に努めます。 

このように、人権問題は身近な問題であり、誰もが加害者にも被害者にもなり得

るという当事者意識を持って人権について考え、行動できるような人権教育・啓発

の取組を進めます。  
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第４章 人権行政の推進 

１ 人権教育・啓発の推進 
（１）人権教育・啓発の目的 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」では、国及び地方公共団体が行

う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域等、様々な場を通じて、国民

がその発達段階に応じて人権尊重の理念について理解を深め、体得することがで

きるよう、多様な学習機会を提供し、効果的な手法を採用することを求めています。 

市民生活の様々な場面で、すべての人の人権尊重に根差した教育・啓発を効果

的な方法で行うことにより、市民一人ひとりが権利と自由の主体としての認識を高

めて、その力を発揮できるよう、エンパワーメントすることを目的とします。 

 

（２）人権教育・啓発の現状と課題 

国の「人権教育・啓発に関する基本計画」では、様々な人権問題が生じる背景と

して、根本的には、基本的人権についての正しい認識や、市民的権利と市民的自由

における権利の主体としての自覚が未だ人々の中に十分に定着していないことを指

摘しています。また、これまでの差別の背景には、「相手を自分より劣った存在であ

る」とみなす意識がありましたが、今では、人権を侵害されている人々への無理解か

ら「すでに差別は解消されているのに差別されていると主張することでマイノリティが

得をしている。マジョリティ＊35側が非難されて逆差別を受けている」といった新たな

差別意識を持つ人が増えています。差別の実態や差別が起こる社会構造的な背景

が十分に知られていないことで、こうした意識に同調して、差別的な言動や誹謗中

傷を、安易にインターネット等を通じて発信するといったことが起こっています。 

本市では、これまで長年にわたり、様々な場面で人権教育・啓発に取り組んでき

ましたが、それらの活動の情報が十分に市民に届いていないという実態も市民意識

調査の結果から明らかになりました。年代によって関心の高い人権問題が異なるこ

とや、「人権問題は差別する人とされる人の問題であって、自分には関係ない」と人

権問題を「ひとごと」と考える意識を持つ人、「差別する人だけでなく、差別される人

にも問題がある」と人権侵害や差別事象を個人の問題だと認識する人が存在する

ことも、今後の人権教育・啓発の取組を検討するうえでの課題といえます。 

 

  

                                                      

35 マジョリティ：多数者・多数派のこと。 
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（3）人権教育・啓発の取組方針 

①多様な取組の展開 

人権教育・啓発の情報発信において、従来の発信手段や方法だけでなく、これま

で情報が届きにくかった層へも届くような発信手段・方法について検討を進めます。 

啓発の方法については、これまで、啓発冊子の配布や啓発ポスターの掲示、講演

会・座談会・シンポジウム等の開催、映画会等の開催、市の広報誌やホームページ、

ＳＮＳ等の媒体を活用した活動を行っていますが、これらに加えて、市民参加型のワ

ークショップ＊36、フィールドワーク＊37等の実践的な学習方法の展開やオンラインを

活用した啓発を推進します。 

また、より多くの人に関心を持ってもらえるような市民にとって身近で参加しやす

いテーマ設定や一人ひとりの権利意識を高めるような取組、新たな人権問題への対

応等、多様なテーマと内容の工夫に取り組みます。あわせて、市民の関心が高い人

権問題を取り上げるだけでなく、すべての人権問題は重要であり、関心が低い人権

問題にも関心を高める啓発や、理解につながるまでの繰り返しの啓発を行います。 

 

②市民が主体となる活動の促進 

人権教育・啓発は行政側からの一方的なものではなく、権利の主体として市民側

からの自主的な取組として行われることが重要です。 

市民自身による人権文化の創造と「人権のまちづくり」が促進されるよう、市内の

企業や地域に根ざした活動を行う市民団体、ＮＰＯ法人等が人権教育・啓発の実施

主体として自主的な活動に取り組みやすい環境整備を進めます。また、市民による

主体的な人権啓発の活動が様々な機会・場面に広がり、つながるよう支援します。 

 

③幼少期からの切れ目のない教育・啓発の推進 

人権意識の醸成には、幼少期から自らの考えを抱き主張することと他者の意見を

尊重する大切さを年齢段階に応じた人権教育によって学ぶことが重要です。あわせ

て、自分の心や身体や性に関することは自分だけが決める権利を持つという人権教

育としての性教育や、すべての基本的人権が尊重されるための土台となる平和教育

の重要性も増しています。 

また、近年、インターネットが身近なものとなり、オンライン上でのトラブルやいじめ、

誹謗中傷が増加傾向にあることに加え、誤った情報をもとにした偏見や先入観が根

付いてしまうことも懸念されます。そこで、幼少期から安全なインターネットの活用の

                                                      

36 ワークショップ：参加者の主体性を重視した体験型の講座、グループ学習、研究集会等を意味す

る。 
37 フィールドワーク：研究・学習対象の現地を訪れ、直接観察したり、関係者から話を聞く等、本や講

義だけでは学べない情報を直接現地で集める研究・学習手法のこと。 
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方法を学ぶ機会の充実が求められます。 

こうした人権意識の基礎となる教育を、市内の就学前教育・保育施設、義務教育

機関をはじめとした教育機関と連携して推進するとともに、全教員が子どもたちへの

人権教育を担う重要な使命を有していることを意識し、人権教育を推進するための

資質と実践力を備えられるよう「大東市人権教育基本方針・大東市人権教育推進

指針」に基づいた教員の育成に取り組みます。 

また、幼少期に培った人権意識を年齢を重ねても抱き続けられるよう、上記①や

②の取組に引き継いでいくことにより、切れ目のない教育・啓発を進めます。 

 

 

２ 相談・救済体制の充実 
（１）人権相談・救済の現状と課題 

近年、社会や経済の状況の変化とともに、人権問題は、ますます複雑化・多様化・

深刻化する傾向にあります。 

一方で、地域や家族とのつながりが希薄化し、身近に相談できる人がいない人や

相談先がわからないという人が多くなっている状況です。市民意識調査の結果から

も、実際に人権を侵害されたことがある人の約３割が、「何もしなかった」と回答して

おり、相談等をしないままの人が一定数存在しています。また、周囲の人が「人権を

侵害されている（されているかもしれない）」と思っても、行動を起こすことに躊躇して

しまうケースもあります。 

そのため、行政には「誰でも」「いつでも」「気軽に」「安心して」相談できる体制の

充実と、様々な相談に対する、きめ細やかな対応が求められています。 

 

（２）人権相談・救済の取組方針 

一人ひとりが、悩みを抱え込まずに、いつでも気軽に相談できるよう、相談窓口の

利便性を向上させるとともに、子どもから大人まで誰もが必要な相談につながるよう、

相談窓口のより一層の周知を図ります。 

また、人権問題が多岐にわたることから、それぞれの事象に応じて、適切な相談

機関に迅速につなげられるよう、関係機関との連携強化を図り、救済や解決に向け

た重層的な対応体制を構築します。 
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３ 人権行政推進のための体制 
（１）庁内推進体制 

人権行政は、行政全体の「総合行政」として取り組む必要があるという認識のもと、

人権部門と企画部門が連携して「人権尊重のまちづくり」を進めます。あわせて、人

権政策監を設置し、人権施策を総合的に企画・調整・推進するとともに、本基本方

針の主旨に従い、庁内横断的な総合調整組織として主導的な役割を果たす推進本

部会議において、総合行政として人権尊重の視点に立った施策の推進を図り、人権

文化センター等の各施設をはじめ、全庁をあげて人権行政を推し進めます。また、

必要に応じて、審議会に対して調査審議を求め、その意見・具申に対して、適切な

対応策を検討して、より一層の取組の推進を図ります。 

あわせて、市民の権利保障に関する様々な業務に携わり、人権尊重社会の実現

に深く関わりを持つ立場にある市職員は、市民への人権啓発を担う一員として、人

権研修等により一層の人権意識の向上を図ります。 

 

（２）教育機関との連携 

人権行政を支えるのは、一人ひとりの市民であり、職員です。正しい人権意識の

もと、すべての人が一丸となって人権行政を進めるためには、幼少期からの人権教

育・啓発が重要なのは言うまでもありません。つまり、教育機関における人権教育・

啓発は、人権行政の推進、ひいては人権尊重のまちづくりの礎を築くことでもあるの

です。このことを強く意識し、教育機関と連携しながら、人権行政に取り組んでいき

ます。 

 

（３）国・府等の機関との連携 

本市では、これまでも国や府、府内市町村と連携・協力して、様々な取組を実施し

てきました。これらの成果を踏まえて、今後も国や府等と連携した取組を積極的に進

めます。 

 

（４）市民との連携・協働 

本市では、市民自らが、まちを創り育てるという信念のもとに、多様な主体が連

携・協働し、まちづくりを進める「自立した市政」を実現することにより、一人ひとりの

基本的人権が尊重され、誰もが安心して住み続けることのできる大東市をめざして

います。 

「人権のまちづくり」には、市民一人ひとりが人権に対して当事者意識を持ちなが

ら、施策の立案や策定過程、さらにその実施においても参画できるよう、全世代地

域市民会議等も活用し、市民との連携、協働に取り組みます。 

また、人権問題や地域コミュニティが抱える問題等に取り組む市内の民間団体や
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ＮＰＯ法人等が、それぞれの特性を活かした活動により「人権のまちづくり」が推進さ

れるよう、自主性と主体性を尊重したパートナーシップの構築に努め、公民連携事

業に取り組みます。 

さらに、企業についても、社会を構成する一員として「人権のまちづくり」に果たす

役割は重要であることから、国が策定した「『ビジネスと人権』に関する行動計画」

（2020（令和２）年）の周知浸透等を進めて、企業文化として人権の確立に向けた

取組が行われるよう支援します。 
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資料 

１ 市民意識調査の概要 
調査の概要 

調査対象者 ： 大東市内に居住している満１８歳以上の市民２,０００人 

 調査方法  ： 郵送による配付と回収 

 調査期間  ： ２０２０（令和２）年１１月２日から２０２０（令和２）年１１月２０日 

有効回収数 ： ９３９（有効回収率４７.０％） 

調査報告書 ： 大東市人権に関する意識調査結果報告書（別冊） 

 

 

2 ヒアリング調査の概要 
関係団体へのヒアリングの概要 

調査対象者 ： 大東市内で活動する１１団体 

 調査方法  ： ヒアリングシートの配付と回収 

 調査期間  ： ２０２１（令和３）年７月９日から２０２１（令和３）年７月２６日 

 調査項目  ： 人権に関する現状・課題、今後の方向性について 

 

関係団体へのヒアリングの概要 

 団体名 活動概要 

1 大東市私立幼稚園連合会 幼児教育の振興、保護者への子育て支援講演会等 

2 
大東市民生委員児童委員 
協議会 

民生委員・児童委員活動 

3 
特定非営利活動法人 
大地の会 

子ども・青少年の居場所づくり 
子ども食堂、学習支援活動 

4 
特定非営利活動法人 
住まいみまもりたい 

生活サポートセンター運営（生活サポーターの養成、活動管理
業務等） 
生活支援コーディネーターの委託を受け、高齢者生活支援情報
の収集、発信 

5 
特別非営利活動法人 
ほうじょう 

市の指定管理による人権文化センターの運営（施設運営・相談
事業） 
交流事業（地域コミュニティ（個人）・地域ネットワークの構築） 
自主事業 

6 
特定非営利活動法人 
大東野崎人権協会 

市の指定管理による隣保館運営（施設運営、相談窓口の設置
等） 
自主事業（子どもの学習支援、日本語教室、なごみキッチン等） 

7 
大東市障害者自立 
ネットワーク 

障害者の自立と社会参加の促進を図るため、市内障害者通所
施設及び福祉作業所が連携して障害者支援の検討及び実践、
啓発活動 
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8 
大東公民連携まちづくり 
事業株式会社 
（現：株式会社コーミン） 

まちづくり事業（morineki/大東ズンチャッチャ夜市/Nukui
等） 
地域健康事業（地域包括支援センター/健康ラボ/地域健康プ
ロフェッショナルスクール等） 

9 大東市視覚障害者福祉協会 
視覚障害者が日常生活において何不自由なく生活を営めるた
めの活動 

10 ふれあいデイハウス夢咲庵 体操、食事提供、音楽等による介護予防事業 

11 
NPO 法人 
人権ネットワークのざき 

人権擁護、平和の推進、子どもの健全育成にかかる情報発信・
収集及び社会教育活動 

 

質問項目 

・貴団体が重要だと認識している人権課題について 

・貴団体が重要だと認識している人権課題のために必要だと思う取組について 

・人権尊重のまちづくりを進めるうえで重要だと思う課題について 

・その他人権に関わる事柄について自由記入 

 

調査結果のまとめ （回答を要約して項目ごとに分類） 

（1）人権全般について 

 「人権」は誰にとっても身近で大切なものであり、日常の思いやりの心によって

守られるものである。 

 貧困、性別、年齢等で困難を抱えた場合でも、等しくサポートを受けられるこ

とが重要である。 

 すべての人の心のバリアフリー化を促進することが重要である。 

 差別解消推進法（部落差別、障害者、ヘイトスピーチ）の実効性が必要である。 

 性的マイノリティ、女性差別、インターネット上の人権侵害に加えて新たに新型

コロナ感染症による差別がうまれている。 

 すべての市民が、地域で生き生きと生活できることが重要である。 

 地域福祉に対する意識が各地域によって温度差がある。 

 理不尽でどうすることもできない事柄に対し、他者を攻撃する言動や排除、自

己責任論、利己主義的な発想を最近よく見かける。 

 インターネット上での差別が多く発生し、人権問題の悪化の傾向がみられる。 

 人権問題に取り組む多くの団体・関係機関との情報共有や研修会が必要で

ある。 

 支援者と被支援者を固定化する取組でなく、支援される側も支援する立場に

なる機会を設けて社会的弱者としてとどまらせない取組が必要である。 

 特別視するのではなく、誰もがあたりまえに生活できるための啓発が大切であ

る。 
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 差別される当事者の問題ではなく、「する」者にも問題があるということを念頭

におくことが重要である。 

 大東市に残る地域コミュニティの地域力を大事にし、互いに助け合う地域コミ

ュニティの力を大事にし、さらに心地よく助け合えるまちづくりが重要だと思う。 

 ＳＤＧｓの１７の目標を市民や企業が理解を深め、出来ることから一つずつ取り

組むことが人権尊重のまちづくりの近道だと感じる。 

 不特定多数の人たちとの心のふれあいを推進したい。 

 一人ひとりの命の重みを感じ、お互いを大切にする意識を持つことが重要で

ある。 

 生活に必要な施設のバリアフリーを充実することが必要である。 

 低所得層をなくすため国に施策として最低賃金を引き上げ、「富の再配分機

能」についても国に市長会を通じ議論することが必要である。 

 数値目標にこだわらず、幸せ度、満足度を高めていけるような発想が必要で

ある。 

 

（2）子どもの人権 

 乳幼児への虐待が起こる様々な背景について注視し、関係機関とも連携して

いる。 

 保護者の低所得に起因して、子どもの学習場所確保と食事提供が損なわれ

ている。特に子どもの一人食事（孤食）により親子の会話不足が多い。 

 子どもに無関心であったり、体面を気にする保護者が支援を積極的に利用さ

せないことがみられる。 

 子どもの権利条約の内容解説と子どもの人権擁護に対する啓発を行うことが

重要であるが、保護者に対して十分に行われていない。 

 

（3）高齢者の人権 

 地域包括支援センター業務を通じて、高齢者の虐待等、家庭内の人権侵害

が起こっていることを把握している。 

 認知症の介護、８０５０問題のような老親と社会的に孤立した中高年の子ども

世帯、老々介護、介護者が精神疾患や発達障害を抱えているケース等が増

えている。 

 高齢者の虐待事案では、通報者が加害者側であることが多い。加害者に悩み

や生きづらさがあり、深刻になる前に助けを求めている側面もある。 

 高齢者をとりまく家族を含めたアセスメント（その人の状態や生活環境等の情

報を集めて分析すること）により、言葉の裏にある想いや潜在化している問題

をすくい上げることが必要である。 
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 軽度認知症高齢者が地域生活を継続するには、家族、近隣住民に対して認

知症に関する啓発活動が必要である。 

 軽度認知症の方が、施設でなく地域で楽しく日々を過ごせることが大切であ

る。 

 

（4）障害者の人権 

 障害者の自立と社会参加に関する啓発が課題である。 

 市からの連絡事項はすべてパソコンで検索するようになっているため、視覚障

害者にとっては非常にわかりづらい。 

 障害者を特別視することなく、いろいろな人があたりまえに生活できるようにし

ていく啓発が重要である。 

 

（5）部落差別（同和問題） 

 同和地区の土地に対する忌避意識は根強く残っていると感じる。 

 部落差別意識が今も根強く残っている。 

 まちづくり事業を通じて、対等な関係を築き、今も残る忌避意識をなくし「住み

たいまち」にしていくことが重要である。 

 地域住民のコミュニケーションを促進し、地域に誇りを持って生活できる住環

境を重視した整備を行うことが必要である。 

 

（6）コロナ禍における人権問題 

 最近の状況ではコロナ差別が重要な人権課題である。 

 コロナ禍を通じ、貧困の問題がさらに増えており、孤独や不安を抱えやすい

人々がどのように生き生きとした生活を取り戻すかが課題である。 

 近年は、コロナ禍でのストレス、生活困窮、外出自粛に起因する家族間のトラ

ブルが増えている。支給された特別給付金を家族に渡さない等、金銭をめぐ

る虐待事例もある。 

 コロナ禍における人々の閉塞感を和らげ、個人それぞれの心身の健康を図る

ことが重要である。 

 

（７）人権教育・啓発・相談について 

 市民生活や企業活動において人権を考えることは不可欠であるため、人権に

対する教育・啓発活動は必要である。 

 社会から排除されることはあってはならず、身近な相談窓口が必要である。 

 大東市人権啓発ネットワークの取組として市議会との交流会を定期的に開催

する必要がある。 



39 

 小中学校等での人権教育を充実することが必要である。 

 学校教育・生涯学習・人権擁護団体等の場を活用し、人権について経験談を

交えた漫画風冊子を作成し、あらゆる年齢層に読みやすく・手に取りやすい方

法を考えることが必要である。 

 これからの高齢社会を支える中高生の若者の教育にお金をかけてほしい。 

 人権を学ぶことが市民の幸せ、企業の発展につながることを楽しく学べること

が大事である。 

 交流や啓発を行い、相互理解することで、心の中の差別をなくしていくことが

必要である。 
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３ 各種相談 
 

（令和４年８月現在） 

相談種別 相談内容 

市民相談 市の仕事に関することで要望があるとき相談に応じるもの 

行政相談 
国の業務全般に関することで要望があったり、困っているとき、行政相談委

員が相談に応じるもの 

法律相談 
トラブルを抱え、解決方法に困っているとき、弁護士・司法書士が相談に応じ

るもの（相続、離婚、破産、交通事故等） 

女性の悩み 

なんでも相談 
女性の様々な悩みに関してフェミニスト・カウンセラーが相談に応じるもの 

人権なんでも相談 様々な人権侵害に関する人権問題を人権擁護委員が相談に応じるもの 

生活相談 

人権相談 

生活上の様々な課題等を解決するために、相談者の立場に立った助言対応

を行うもの 

人権相談では、人権侵害を受け、またはおそれのある相談者に対し、適切な

助言や情報提供を行い、解決できるよう支援する 

総合相談 

（総合・人権） 

生活上の様々な課題等を解決するために、相談者の立場に立った助言対応

を行うもの 

人権相談では、人権侵害を受け、またはおそれのある相談者に対し、適切な

助言や情報提供を行い、解決できるよう支援する 

教育相談 
小・中学校の保護者・児童・生徒に対して困っていることや悩んでいること等

の相談に応じるもの（不登校、いじめ、友だち付き合い、子育て等） 

進路選択等 

教育支援相談 

進路についての悩みごとに相談員が相談に応じるもの（進学意欲があるにも

関わらず、家庭事情や経済的な理由により進学を断念しなければならないと

いった悩み等） 

就職困難者向け相談 

※ 就 職 のあっ せん は

不可 

中途退学者や卒業後も未就職にある若年者、障害者、ひとり親家庭の親、

中高年齢者等の中で働く意欲がありながら、様々な要因により就労できない

人の就労の相談や、就職に当たっての情報提供を行うもの 

身体障害者（児）相談 
障害者（児）の身近な問題について身体障害者相談員が相談に応じるもの 

知的障害者（児）相談 

精神障害者相談 

「心の相談」 
障害者本人または家族からの日常生活上の問題について相談に応じるもの 

ひとり親家庭相談 

ひとり親家庭の母または父や寡婦に対し、その自立に必要な情報提供を行う

とともに求職活動に関する相談に応じるもの 

離婚前相談も実施 

家庭児童相談 児童虐待に関する相談について専門の相談員が応じるもの 

子育て相談 
子育ての悩みについて保育士等が相談に応じるもの（子育ての不安や悩み・

しつけ・遊び・健康・食事・成長等） 

高齢者総合相談 高齢者の介護、福祉、健康、医療等の相談に応じるもの 
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４ 基本方針の策定体制・関係法規等 
 

（１）審議会委員名簿 

①令和３年度 大東市人権擁護施策推進審議会 

№ 所属 氏名 

１ 
関西大学 名誉教授 
一般社団法人ひょうご部落解放・人権研究所所長 石元 清英 

２ 関西大学 教授 山ノ内 裕子 

３ 大阪大学 准教授  大介 

４ ウィメンズセンター大阪カウンセラー 国安 澄江 

５ 大東地区人権擁護委員会 会長 間野 功雄 

６ 大東市社会福祉協議会 局参事 西林 徹 

７ 大東市人権教育研究協議会 会長 中川 優子 

８ 大東市事業所人権推進連絡会 役員 西井 哲也 

９ 大東市 PTA 協議会 人権啓発委員会 委員長 大志万 泰範 

１０ 大東市身体障害者連絡協議会 松好 直樹 

１１ 部落解放同盟大阪府連合会 野崎支部支部長 久世 芳之 

１２ 部落解放同盟大阪府連合会 北条支部支部長 中井 克之 

１３ 全日本同和会大阪府連合会 大東支部支部長 山本 光一 

１４ 市民公募委員 栗本 初枝 
 

②令和４年度 大東市人権擁護施策推進審議会 

№ 所属 氏名 

１ 
関西大学 名誉教授 
一般社団法人ひょうご部落解放・人権研究所所長 

石元 清英 

２ 関西大学 教授 山ノ内 裕子 

３ 大阪大学 准教授  大介 

４ ウィメンズセンター大阪カウンセラー 国安 澄江 

５ 大東地区人権擁護委員会 会長 松川 正義 

６ 大東市社会福祉協議会 局参事 西林 徹 

７ 大東市人権教育研究協議会 副会長 大田 千洋 

８ 大東市事業所人権推進連絡会 役員 西井 哲也 

９ 大東市 PTA 協議会 人権啓発委員会 委員長 中井 和真 

１０ 大東市身体障害者連絡協議会 松好 直樹 

１１ 部落解放同盟大阪府連合会 野崎支部支部長 久世 芳之 

１２ 部落解放同盟大阪府連合会 北条支部支部長 中井 克之 

１３ 全日本同和会大阪府連合会 大東支部支部長 山本 光一 

１４ 市民公募委員 栗本 初枝 
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（２）審議会等検討経緯 

年度 月日 内容 

令和３年度 

８月４日 人権行政推進本部会議 

１０月７日 人権擁護施策推進審議会 

１月２０日 人権行政推進本部会議 

令和４年度 

６月１日 人権擁護施策推進審議会 

８月２日 人権行政推進本部会議 

９月１日 人権擁護施策推進審議会 

９月２９日 人権行政推進本部会議 

１０月３日 人権擁護施策推進審議会 

１２月２日 人権擁護施策推進審議会 

１２月１９日 人権行政推進本部会議 
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（３）関係法規等 

 

①大東市人権尊重のまちづくり条例 

 

平成１３年９月２８日 

条例第２３号 

改正 平成３０年３月２３日条例第３号 

 

私たちは、基本的人権の尊重を理念の一つとした日本国憲法及び人権思想を地

域に深く定着させ、市民一人ひとりが自らの人権意識を高め、あらゆる差別のない

人権尊重のまちをめざす「差別撤廃・人権擁護都市宣言」の精神を踏まえて、人権

が尊重されるまちづくりに努めてきた。 

しかしながら、今もなお、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害がある

こと等により人権が侵害されている現実があり、また、社会状況の変化等により、人

権にかかわる新たな課題も生じてきている。 

すべての市民が、人間としての尊厳を侵されることなく、誇りと希望をもって心豊

かに生活できるまちを実現することは、私たちすべての願いであり、また責務でもあ

る。 

私たちは、一人ひとりが持つ人間愛をもって、共に支えあい、共に生きるという強

い信念のもと人権尊重のまちづくりを推進するため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、人権尊重のまちづくりの推進について、市及び市民の役割を明ら

かにするとともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、もってすべての人の

人権が尊重されるまちの実現をめざすことを目的とする。 

（まちづくりの基本理念） 

第２条 市及び市民は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げることを基本理

念としてまちづくりに努めるものとする。 

(１) 人間の生命や尊厳についての認識を深めるとともに、すべての人権が尊重さ

れること。 

(２) だれもが個性や意欲、能力を生かしながら自己実現を図ることのできる豊かな

人権文化があること。 

(３) 市民の参加・参画・協働をすすめること。 

(４) 独自性があること。 
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（市の役割） 

第３条 市は、第１条の目的を達成するため、あらゆる施策の実施にあたって、人権尊

重の観点に立つとともに、人権施策を推進するものとする。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる場において、市とともに人権尊重

のまちづくりの担い手であることを認識し、互いに人権を尊重するとともに自ら人権

意識の高揚に努めるものとする。 

（推進体制の充実） 

第５条 市は、市民、事業者、公共的団体及び関係行政機関等と連携を図りながら、

人権尊重のまちづくりを推進する体制の充実に努めるものとする。 

（審議会への諮問等） 

第６条 市長は、人権尊重のまちづくりに係る施策について必要がある場合、大東市

附属機関条例（平成２４年条例第２９号）に規定する大東市人権擁護施策推進審

議会に諮問をすることができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年条例第３号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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②大東市人権擁護施策推進審議会規則 

平成３０年３月２３日 

規則第１４号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、大東市附属機関条例(平成 24 年条例第 29 号)第 3 条の規定

に基づき、大東市人権擁護施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運

営について、必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第２条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委

嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市内関係団体代表者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項についての調査審議に関する事務が終了

する日までとする。 

３ 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

４ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

５ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職

務を代理する。 

(会議) 

第３条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 審議会に、必要に応じ部会を設置することができる。 

(意見の聴取等) 

第４条 審議会は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は審議会の

会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。 

(守秘義務) 

第５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

(庶務) 

第６条 審議会の庶務は、市民生活部人権室において行う。 
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(委任) 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任される

までの間の審議会の主宰は、市長が行う。 

附 則(令和２年規則第３４号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

  



47 

③大東市人権行政推進本部設置要綱  

平成１７年３月２８日 

要綱第２０号 

(目的) 

第１条 本市において、人権行政基本方針の主旨に従い、人権尊重の視点に立った施

策の推進を図るため、大東市人権行政推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 

(職務) 

第２条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 人権行政基本方針に基づく施策の推進に関すること。 

(２) 大東市人権擁護施策推進審議会が行った意見又は具申に対する本市の対

応策の検討に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要であると市長

が認める事項に関すること。 

(組織) 

第３条 本部は、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、理事、各部等の長そ

の他市長が必要と認める職員をもって組織する。 

２ 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長、副本部長には副市長をもっ

て充てる。 

３ 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。 

４ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務

を代理する。 

(会議) 

第４条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。 

２ 本部の会議の進行は、副本部長が行うものとする。 

３ 本部長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

(幹事会) 

第５条 本部の円滑な運営に資するため、本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表に掲げる職にある者で組織する。 

３ 幹事会に幹事長を置き、政策推進部長をもって充てる。 

４ 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。 

(ワーキングチーム) 

第６条 第１条の目的を達成するために必要な事項の調査及び研究等を行うため、幹

事会にワーキングチームを置くことができる。 
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２ ワーキングチームは、本部長が指名した職員により構成する。 

３ ワーキングチームに統括者を置き、構成員の互選によってこれを定める。 

４ ワーキングチームの会議は、統括者が招集し、統括者が議長となる。 

(庶務) 

第７条 本部の庶務は、政策推進部戦略企画課において行う。 

(委任) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則(平成１９年要綱第２３号)抄 

(施行期日) 

1 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則(平成２０年要綱第３５号) 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則(平成２７年要綱第１０号) 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則(平成２７年要綱第７４号) 

この要綱は、平成２７年１０月２日から施行する。 

附 則(平成２９年要綱第１６号) 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則(平成３１年要綱第１６号) 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則(令和３年要綱第３９号)抄 

(施行期日) 

1 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則(令和３年要綱第８０号) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

別表(第５条関係) 

 

  
人権室長、教育総務部総括次長、戦略企画課長、人事課長、人権室課長、指導・

人権教育課長 



49 

５ 諮問・答申 
 

①諮問書 

 

大東人権第４８９号 

令和 ３年 １０月７日 

 

 大東市人権擁護施策推進審議会会長 様 

大東市長 東坂 浩一 

 

大東市人権行政基本方針の改訂について（諮問） 

 

すべての人々の人権を確立・維持・発展させ、互いに尊重し合うことができるまちづ

くりをめざし、平成１７年に作成された大東市人権行政基本方針を改訂することに伴

い、審議会のご意見をいただきたく諮問いたします。 
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②答申書 

 

令和４年１２月１２日 

大東市長 東坂 浩一 様 

大東市人権擁護施策推進審議会 

会 長  石 元  清 英 

大東市人権行政基本方針の改訂について（答申） 

 

令和３年１０月７日付け、大東人権第４８９号で諮問のありました大東市人権行政

基本方針の改訂にかかる諮問について、当審議会として慎重に審議を重ねた結果、

下記のとおり答申します。 

記 

大東市人権行政基本方針の改訂案については、概ね妥当と認める。 

なお、審議過程で各委員から出された主な意見を次のとおり整理し、提出するの

で、参考として十分検討し、活用されるように配慮されたい。 

 

《総括的事項》 

 人権とは、全ての人が生まれながらに有する権利であることから、人権問題は、

全ての人にとっての自分ごとであるという当事者意識の醸成を図ること。 

 多様性を認め合う社会の構築を阻害する要因に、差別意識や偏見があること

の理解促進に努めること。 

 人権問題の解消に向け、市職員や教職員の人権意識及び知識の向上に努める

とともに、幼少期からの教育・啓発を推進すること。 

 多様化・複雑化する人権問題に適時適切に対応できるよう、相談・救済体制を

充実させること。 

《個別事項》 

 性的マイノリティへの差別や偏見、不登校及び登校に対する抵抗がある子ども

の存在、ハラスメントなど、近年顕在化している人権問題への対策を講じること。 

 急速なＩＣＴの進展に伴う、インターネット上の誹謗中傷や差別、誤った情報の拡

散等に対するインターネット・リテラシーの向上に取り組むこと。 

 部落差別（同和問題）は、いまだに根強く残る課題であることから、解消に向け

た相談・教育・啓発の取組を推進すること。
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